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～ 法人概要 ～ 

 
名   称 社会福祉法人 三宅島あじさいの会 

本部所在地 
東京都三宅島三宅村阿古８０７番地１ 

電話 04994-5-0248（代表） FAX 04994-5-0884 

法 人 設 立 平成５年３月３０日 

開設年月日 

平成６年４月１日 

平成１２年９月から平成１９年３月の間、噴火災害島外避難により休業 

平成１９年４月１日 あじさいの里 再開 

理 事 長 髙松 良員 （令和 7年 6月 14日就任） 

職 員 数 常勤 36名  非常勤 22名 計 58名 （令和 8年 3月 31日現在） 

産 業 医 箕輪 良行 

事業種目 

法人事務局（本部） 

特別養護老人ホームあじさいの里 

（介護老人福祉施設・短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護） 

定員 ５０名  ショート  ５名 ※6月 30日まで 

定員 ４７名  ショート  ８名 ※7月 1日より 

老人デイサービスセンターあじさいの里 

（通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業） 

定員 ２５名 

利用日 月曜・水曜・木曜・土曜(入浴のみ) ※6月 30日まで 

利用日 月曜・水曜・木曜・土曜(全日入浴のみ) ※7月 1日より 

利用時間 午前９時００分から午後４時３０分まで 

三宅村指定居宅介護支援事業所（居宅介護支援） 

利用日 月曜日から金曜日  利用時間 午前９時から午後５時 

電話 04994-5-0061   ※不在時は、事務局で対応 

三宅村地域包括支援センター【運営受託】（総合相談・介護予防支援） 

利用日 月曜日から土曜日 利用時間 午前 8時半から午後 5 時 15分 

電話 04994-5-1832   ※祝日、年末年始休業、不在時は、事務局で対応 

地域見守り事業【受託】  事前申請 

週１（月曜）の安否確認及び訪問 

在宅高齢者及び心身障害者等配食サービス事業【受託】 

利用日 月曜日から金曜日 昼食のみ   事前申請 

みやけカフェ事業【運営受託】   

開催日 月 8回程度  事前申請 

入院患者等配食サービス事業 

事前申込 １日３食 ※付き添い者も可 

在宅高齢者おせち配食サービス事業 

事前申込 １月１日 昼食のみ 

苦情解決責任者 施設長（センター長・管理者） 吹田 伊都子 

苦情受付担当者 介護課長  青沼 一訓 

衛生管理者 事務長 工藤 竜二 
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職種別 職務分掌表 

 

事業 部門 業務 内容 

特養 介護支援専門員 ケアプラン ケアプランの作成・管理、担当者会議、多職種間連携調整 

介護認定 更新、変更申請、介護認定調査 

相談員 入退所 入所申込受付、入所判定会議、契約等入退所実務 

相談・調整 利用者の相談援助、各種機関・家族との連絡調整 

連絡調整 利用者当に関する関係職種間の連絡調整 

ショートステイ窓口 ショートステイの利用受付、契約・利用調整 

介護 生活援助 特養、ショート利用者の日常生活全般にわたる援助 

ケアプラン 生活援助に関するケアプランの立案、実施、評価 

物品管理 生活用品、介護用品の管理 

清潔、安全保持 利用者の生活空間の管理、清掃及び清掃業務の管理 

洗濯 洗濯及び洗濯業務の管理、消耗品・洗濯室の管理 

家族との連携 生活援助を中心とした家族との連携、近況連絡 

看護 看護 特養、ショート利用者の健康維持・管理 

医療補助 医師の施設内診療に対する補助 

ケアプラン 健康維持に関するケアプランの立案、実施、評価 

家族との連携 健康維持を中心とした家族との連携、近況連絡 

物品管理 医療関係備品、消耗品・医薬品の管理 

機能訓練員 機能訓練 集団・個別機能訓練等の実施 

ケアプラン 日常生活動作保持に関するケアプランの立案、実施、評価 

備品管理 福祉用具（リハビリ含む）関係の備品・消耗品の管理 

管理栄養士 ケアプラン 食事・栄養に関するケアプランの立案、実施、評価 

栄養管理 利用者の栄養管理、栄養指導 

デイ 相談員 利用受付 利用申込の受理、契約等実務 

相談・調整 利用者の相談・援助、各種機関・家族との連絡調整 

連絡調整 利用者等に関する関係職種間の連絡調整 

個別援助計画 個別援助計画の立案、実施、評価 

介護 活動援助 デイサービス利用者の活動援助 

機能訓練 日常生活の機能訓練の実施 

物品管理 活動用品、介護用品の管理 

清潔、安全保持 利用者の活動空間の管理、清掃 

家族との連携 サービス内容に関する家族との連携、近況連絡 

看護 看護 利用者の健康管理、健康指導、地域医療との連携 

家族との連携 健康保持を中心とした家族との連携、助言 

物品管理 看護関係備品・消耗品、医薬品の管理 

居宅介護支援 ケアマネジャー 介護ケアプランの作成・管理 

地域包括支援 相談・援助 高齢者総合相談、三宅村各種サービスの受付、予防プラン作成な

ど 
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～  はじめに  ～ 

 

 令和 8 年度の法人経営は、非常に厳しい状況下でのスタートとなります。令和 6 年度に法人が運営

する介護サービス事業の現状課題や施設持続可能性の模索・検討の場として「経営計画策定委員会」を

設置し、島外からの福祉経営専門家委員などと共に経営課題改善を継続的に進めております。合わせて、

令和 8 年度 7 月策定予定の「長期経営計画」を推し進めていきます。 

 

令和 7 年度デイサービス事業は提供日や提供サービスの縮小などを行い、既存運営方法の見直しや

支出幅の軽減に努めたものの経営課題への即効薬にはならず、引き続き経営改善を進めていく必要があ

ります。地域における多くの介護保険サービスを担う法人の既存サービスを継続するための方策とし

て、令和 8 年 7 月よりデイサービス事業のさらなる縮小(※P_15.16)運営を行います。 

施設主要設備の修繕・整備面では、早期の修繕を要する施設海側の外壁修繕については「長期経営計

画」内に盛り込み、引き続き関係機関と連携を行い、財源確保による修繕を行います。 

福祉人材の確保面では、外国からの外国人介護人材の活用により、現在 9 名の外国人職員が在籍して

います。外国人人材の育成・定着体制の構築を図るとともに、人材育成を担う指導力を強化し、安定的

な介護人材力となるよう取り組んでいきます。 

 

令和 8 年度は、臨時介護報酬改定が施行されます。これらは、3 年に 1 度の介護報酬改定(公定価格)

での経営力が問われることが通例であった介護業界において大きな動きとなります。臨時改定の背景に

は、＜他産業との賃金格差の拡大＞や＜急激な物価高騰＞などがあげられ、その内容は主に【職員への

処遇改善に関する見直し】と【介護老人福祉施設などの「食費の基準費用額(補足給付)」の見直し】と

なります。これらの改定対応を確実に行うために、事務作業にかかる業務負荷への軽減対策に努めてま

いります。また、令和 9 年度は、定期介護報酬改定の年となります。これらの対応への準備も進めてい

きます。 

 

最後に、「第 6 次三宅村総合計画」の基本方針である「安心して健やかに暮らせる地域づくり」、「第

9 期三宅村高齢者保健福祉計画」「第 9 期介護保険事業計画」の基本目標を踏まえながら、法人理念で

ある「笑顔が絶えず、安心・安全な生活と相互の信頼」の基、地域になくてはならない施設と地域に根

付いた福祉サービスの提供を目指すとともに、そのサービスを担う法人職員一人ひとりが自己の強みと

組織としての力を最大限に高め、地域福祉サービスへの社会貢献の一助・一翼となるために＜令和 8 年

度事業計画＞を策定し実行します。  

 

～ 理 念 ～ 
 

「笑顔が絶えず、安心・安全な生活と相互の信頼」 
 

～ 基本方針 ～ 
 

(1） 利用者一人ひとりの「人権と尊厳」を守り、個々の想い・暮らしに寄り添う支援をします。 

(2） 常に利用者の立場に立ち、「安らぎ・ふれあい・楽しみ」のあるサービスを提供します。 

(3） 職員一人ひとりが、福祉施設の職員としての自覚を持ち、互いの創造力と向上力を発揮し

専門性を高めるとともにチームケア意識の向上と協力体制の強化を図ります。 

(4） 職員がやりがいを感じ明るく楽しく働ける職場環境づくり・組織づくりを目指します。 

(5） 法令を遵守し、公共性・公益性かつ信頼性の高い経営に努め、地域社会に信頼される法人を

目指します。 
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～令和 8 年度 重点目標～ 
 

1. 長期経営計画の策定・運用・評価・見直しの実行 

地域の高齢者福祉を支える施設、地域の公的財産を守る社会福祉法人の責務を明確にし、

関係機関と協働してソフト面・ハード面での役割を顕在化させた「長期経営計画」の下、

10年後も持続可能な地域福祉サービスの確立を計画的に進めます。 

2. 健全経営の強化 

・ 会計管理業務の強化(予算管理の徹底・補助事業の活用・経理労務業務の DX化) 

・ 各事業運営での収益の拡大と支出の軽減(サービス加算の取得、職員配置の効率適正化) 

・ 組織運営(理事会・評議員会)定例開催での法人経営指標の情報共有・組織力の向上 

・ ハード面への財源支援体制の構築 

3. 福祉介護人材の定着・育成の強化 

人材定着は、所得への処遇改善のほかに専門職へのスキルアップ機会の提供、キャリア

パスシステムの適正運用(手当の反映)などへの投資が必要です。法人は、職員の自己成長

につながる機会の提供や福祉資格取得にかかる費用支援の充実や上位資格取得に要する

勤務配慮を積極的に行います。また、引き続き他法人施設との交換研修を実施します。 

4. 働きやすい・働きがいのある職場環境の整備 

 現行の正職員所定労働時間の見直しや、就業規則・諸手当の見直し、全職員への定期個

別面談の実施による労働環境課題の改善、長期休暇促進を行います。 

また、職員交流会を実施し、普段交流する機会の少ない職員同士の親睦を深めるととも

に、職種間のチームケア力を高めます。ほか、職種別、部署別で偏ることのない時間外・

休日労働時間の低減や年間の長期有給休暇の取得促進を図ります。 

5. 令和 8 年度(臨時)・令和 9年度(定期)介護報酬改定作業の整備 

介護報酬改定の対応には多くの事務業務が必要です。それらを確実な収益へと反映する

ためには、専門性が求められます。改定における事務局職員の業務体制を整え、専門家(社

会保険労務士)による指導・助言での遂行や業務負担の軽減(専門的事務の一部アウトソー

シング)を併用しながら、通常業務への影響を最小限に抑え安定的な事務局運営を行いま

す。 
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～ 部署別 目標 ～ 

 

 

部 署 サービス向上に関する目標 業務に関する目標 

特養介護 

◆ PDCAサイクルを活用し、個別ケア計画の

実践・評価・改善を徹底し、利用者満足

度の高い介護サービスの提供に努めま

す。 

◆ チーム業務に求められるリーダー力の強化、

リーダー人材の育成を行い、リーダー業務の

ブラシュアップを行います。 

通所介護 

◆ ご利用者がサービス提供時間内を快適

に過ごせるよう、サービスの質・満足度

の向上を目指します。 

◆ 職員間で介護スキル、知識を共有し、互いの

スキルを向上します。 

医 務 

◆ 多忙の中でも、利用者に対する挨拶や声

かけを工夫しながら、安心へとつながる

サービスの充実に努めます。 

◆ 利用者の健康管理におけるニーズを早期に

とらえた看護サービスを行います。 

◆ コスト削減意識を高め、適切な物品管理を徹

底する。 

◆ 職員間による業務負担差の統一を図る。 

調 理 

◆ 厨房内の衛生区域の消毒徹底を行い、安

心安全な食事を提供します。 

◆ 調理マニュアルに従い、適切な食事を提

供します。 

◆ LIFE加算取得を行います。 

◆ 定例会議にて職員間の意見交換を大切にし、

日々の業務向上につなげます。 

◆ ヒヤリハット提出を定着させ、事故予防策を

強化します。 

◆ 提供する食数管理の徹底を行い、ムダ(残食

材廃棄)を無くします。 

生活支援 

◆ 苦情に対し早期対応を行い、サービスの

充実を目指します。 

◆ 家族との密な関係性に努めるともに、利

用者の満足度向上に努めます。 

◆ ICT機器を最大限活用し、事務業務の効率化

を行います。 

居宅支援 

◆ 利用者や家族の意向を的確にとらえ、満

足度の高いケアプランサービスを提供

します。 

◆ 相談援助技術のスキルアップを図るととも

に、多職種関係機関と円滑な連携を行いま

す。 

地域支援 

◆ 地域住民が安心・安全に暮らせるよう地

域包括ケアシステムの構築を目指しま

す。 

◆ 地域及び関係機関とのネットワークを構築

します。特に中央診療所や島しょ地域の関係

機関との積極的な連携や交流を通して、地域

の課題、ニーズなどの解決に向けて情報共有

を図ります。 

総 務 
◆ 地域への法人事業活動の周知促進を図

り、地域福祉貢献に努めます。 

◆ 各種補助金事業を活用し、事業支出の抑制を

行います。 

◆ 物品等の在庫管理を徹底します。 

◆ 勤怠管理システムを活用し、業務の効率化を

図ります。 
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～ 法人事務局 事業計画 ～ 
 

1. 理事会・評議員会等の運営 

・ 決算監査 
 
 
 
 

・ 理事会の開催 
 

第１回 5月 29日（金）13時半～ 前年度事業報告並びに決算報告、他 

第 2回 10月 24日（土）13時半～ 補正予算、月次収支報告、他 

第 3回 1月 30日（土）13時半～ 補正予算、月次収支報告、他 

第 4回 3月 27日（土）13時半～ 次年度事業計画並びに次年度予算、ほか 

※ その他、必要に応じて開催 

・ 評議員会の開催 
 

第１回 6月 13日（土）13時半～ 前年度事業報告並びに決算報告、ほか 

第２回 10月 24日（土）15時～ 月次収支報告、補正予算関係、ほか 

第３回 1月 30日（土）15時～ 月次収支報告、補正予算関係、ほか 

第４回 3月 27日（土）15時～ 次年度事業計画並びに次年度予算、ほか 

※ その他、必要に応じて開催 

2. 経営計画の運用・評価・見直し 

・ 経営策定委員会を年 3回実施し、持続可能となる事業サービスの検討・協議・評価 

・ 長期経営計画の策定 令和 8年 7月 1日施行 
 

3. 施設設備等の修繕・更新と助成金等活用 ＜安定的なサービス提供の整備＞ 

・ 施設外壁の修繕 

・ 送迎車両の更新 

・ 調理設備の更新 

・ 介護ベッドの更新 

・ 施設内換気扇設備の更新 

・ 施設内 PC機器(SIMカード対応)の更新 ※停電時の通信遮断対策   など 
 

4. 労働環境の整備(就業規則等改正) ＜顧問社会保険労務士の配置＞ 

・ 労基法改正への早期対応や外国人職員はじめとした法人職員の労務相談体制の構築 など 
 
5. 入院患者等配食サービス事業の実施（継続） 

 
6. 在宅高齢者おせち配食サービス事業の実施（継続） 

 
7. 介護職員リーダー力強化・専門性向上研修の実施 ＜人材育成の強化＞ 

・ 年 3回リーダー職研修実施や専門職(理学療法士)のスポット派遣による研修実施 など 
 

8. 法人・事業活動の情報発信 ＜事業運営の透明性向上・地域福祉の推進＞ 
・ HPによる活動情報の定期更新、あじさい通信（年４回）の全戸配布発行 など 

 

5月 20日（水）14時～ 前年度事業報告並びに決算監査 
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9. 委員会 活動計画   

 

委員会名 開催日程 内  容  
構成◎委員長、〇サブ 

※記録は輪番制 

感染症委員会 
（基準省令第 27 条第 2 項第 1

号） 

4・７・ 
10・1 月、 
他臨時 
第 3(木) 
年 4 回 

➢ 感染症対策の実施 
➢ 感染症予防の啓発(あじさい通信等) 
➢ ＢＣＰ計画・指針・マニュアルの見直し 
➢ 施設内研修の実施（年 2 回 7・2 月） 
➢ 感染症（非常時）発生訓練 など 
➢ 感染症対策担当者の選出 

〇介護課長、◎看護師 
特養相談員、デイ相談員、 
特養介護副主任、 
管理栄養士、調理主任 
事務員 

ラ
イ
フ
活
用
推
進
委
員
会 

生産性向上 
委員会 

毎月 
第 4(木) 
年 12 回 

➢ 部署業務課題の抽出・分析、計画、評価 
➢ 各業務マニュアルの作成、見直し 
➢ ICT 機器運用(職員の負担軽減)・評価・改
善 

➢ サービス向上への取り組み・評価など 
 

介護課長、 
◎事務長、〇特養 CM 
特養相談員、デイ相談員、 
特養介護副主任、 
特養介護員 
看護師、管理栄養士 

褥瘡予防対策 
委員会 

4・6・8・
10・12・2 月 
第 4(木) 
年 6 回 

➢ 褥瘡発生利用者の確認、対応の検討 
➢ 褥瘡ハイリスク者への予防計画 
➢ 内部研修の実施 
➢ モニタリング・プラン反映の実施 

給食委員会 
5・11 月 
第 4(木) 
年 2 回 

➢ 配膳・食事内容の改善 
➢ 嗜好調査の実施・分析報告 
➢ 行事食提供の企画・実施 
➢ 食品衛生管理(食中毒など)研修 など 

安
全
管
理
対
策
委
員
会 

事故防止対策 
委員会 

(基準省令第 35 条第 1
項第 3 号・第 33 条) 

毎月 
第 2(木) 
年 12 回 

➢ 安全業務マニュアルの管理 
➢ ヒヤリハット・事故発生の分析 
➢ 事故・苦情発生時対応及び関係機関報告 
➢ 再発防止策の検討 
➢ 施設内研修の実施（年 2 回 5・12 月） 
➢ 事故防止担当者の選出 

◎特養主任、〇特養副主任 
特養相談員、デイ相談員、 
特養介護員 2 名 
看護師、管理栄養士 
各担当者・責任者 
介護課長 

虐待防止・身体
拘束廃止 
委員会 

(基準省令第条第 11 項
第 6 項第 1 号・第 35 条

の 2 第 1 号) 

6・9・ 
12・3 月 
第 2(木) 
年 4 回 

➢ 身体拘束の実施状況の報告 
➢ 改善・適正化への取り組み検討 
➢ 人権擁護（プライバシー、個人情報保護管理） 

➢ 虐待発生時の対応 
➢ 虐待防止策の検討 
➢ 施設内研修の実施（年 2 回 6・1 月） 
➢ 虐待防止・身体拘束責任者の選出 

安全衛生委員会 
(労働安全衛生法第 18 条) 

毎月 
第 1(木) 
年 12 回 

➢ 職員の心身健康の保持増進に関すること 
➢ 安全衛生的な労働環境の立案、実施、評価 
➢ 労働災害の原因及び再発防止対策 など 

産業医、 
〇事務次長、◎事務主任 
特養介護 2 名、 
デイ介護、包括、調理員、 
衛生管理者、職員代表者、 
安全運転管理者 

防災委員会 
(基準省令第 24 条第 2 項・第

26 条) 

4・6・8 
10・12・2 月 

第 1(木) 
年 6 回 

➢ 防災計画の検討及び決定 
➢ 防災意識の向上、知識の普及 
➢ 自主点検の実施に関すること 
➢ 防災訓練の計画および実施 
➢ BCP 計画、委員会要綱の見直し 
➢ 地域住民・関係機関等の連携協力の強化 

◎事務次長、○事務主任 
事務員、特養相談、 
特養副主任 
管理栄養士、デイ介護、 
防火管理者、危険物取扱者 

地域交流・活動 
推進委員会 

5・7・9 
11・1・3 月 

第 1(木) 
年 6 回 

➢ 地域交流（介護予防教室、子ども食堂、お
とな食堂、秋祭りなど）を目的としたイベ
ント企画、準備、実施、振り返りなど 

➢ 広報誌「あじさい通信」立案、作成、発行 
年間４回(4・7・10・1 月)全戸配布 

➢ 事業パンフレットの更新 
➢ 法人ＨＰ・ブログ管理・定期更新 

◎事務次長、〇事務主任 
事務員、特養相談員 
特養介護員 2 名、調理員 

苦情解決 
委員会 

年 1 回 
他、臨時 

➢ 苦情解決にむけての助言 
➢ 苦情受付報告 
➢ 苦情等の実情確認並びに改善状況の確認 

【理事長が任命委嘱】 
◎介護課長、○事務長 
第 3 者(2 名)、施設長 

人所判定委員会 
（基準省令第 7 条 第 4 項 

第 5 項） 
年 4 回程度 

➢ 入所申請受付・申請書類管理 
➢ 待機者の入所順位などの検討・協議 
➢ 入所検討 等 

【理事長が任命委嘱】 
◎事務次長、〇事務長、特養
CM、施設長、嘱託医、 
第 3 者(村福祉係、評議員) 
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10. 各種会議・地域交流 活動計画 

 

名   称 開催日 内      容 担 当 者 

施
設
内
会
議 

管理職会議 
毎月 

第１・３ 
(火) 

各事業の現状と課題共有 
➢ 職員の資質向上を目指した年間研修計
画（施設外・WEB）の作成 

➢ 研修企画、実施・評価管理 
➢ 新人研修(OJT)計画の策定･評価･報告 
OJT 研修プログラムの策定・見直し 

◎施設長、事務長、介護
課長、事務次長 

法人運営会議 
毎月 

第３(木) 
施設経営・運営等に関わる課題改善の
検討協議、情報共有 

◎施設長、事務長、介護
課長、特養・デイ相談員、
特養・デイ介護主任、 
栄養士 

特養会議 
第２・４ 

(金) 
利用者サービス全般に係る事項検討 特養全職員 

デイ会議 
第２・４ 

(水) 
利用者サービス全般に係る事項検討 
利用者情報の共有・確認 など 

デイ全職員 

調理会議 
毎月 

第１(金) 
調理サービス等に係る事項検討 調理全職員 

事務局会議 
毎月 

第１(金) 
事務局運営等の課題改善に関する検
討協議 

◎事務主任、事務員 

サービス担当者 
会議 

予定表に 
基づき 

ケアプランの作成・管理 
サービス調整 

◎CM、居室担当、相談員、
看護師、栄養士、ＰＴ 

 センター会議 月 1 回 
地域サービス課題やニーズ把握や困
難事例対応の共有 

包括支援センター職員 

施
設
外
会
議 

医療連携ケア会議 年 3 回程度 医療・福祉サービス等の事例検討など 
包括職員、居宅介護支援
職員、介護課長 

居宅連携会議 毎月 1 回 
介護・福祉サービス等のニーズ把握や
情報共有など 

包括職員、居宅介護支援
職員、介護課長 

民生児童委員協議
会 

毎月 1 回 
地域の課題、福祉関係機関情報共有な
ど 

事務長、包括職員 

地
域
交
流
活
動 

家族会 
年 2 回 

(5 月・1 月) 
利用者(特養・在宅)の家族からの意見
聴取、職員からの報告や介護相談 

地域交流・活動 
推進委員会 

介護予防教室 
年 2 回 

(7 月・2 月) 
地域住民への介護予防活動の提供や
健康福祉情報の周知・促進 

こども(おとな) 
食堂 

年 2 回 
(10月・3月) 

多様・多世代の地域住民に対して食を
通じた交流促進イベント 

地域住民参加型 
防災訓練 

年 2 回 
(6月・12月) 

発災時の地域住民と施設職員との協
力連携体制の促進 

施設来訪 随時 
地域ボランティア（演奏、踊りなど）
活動団体の受入 

施設除草 随 時 
シルバー人材センター会員による施
設内除草ボランティアの受入 

秋まつり 
11 月上旬 

予定 
利用者と地域住民との交流イベント
※納涼祭開催時期の見直しにより 

敬老会 
9 月 20 日 

予定 
長年にわたり地域社会に貢献した利
用者を敬い、長寿を祝う会 
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11. 職員 研修計画 
 

テーマ 目 的 内 容 実施回数 

介護技術・ 

事故防止 

安心・安全なケアを行い、事故発生
やサービス満足度の向上 
ヒヤリハット発見意識を高め、事故
未然防止対策を高める 

移乗動作、腰痛予防、ボディメカニクス習

得など 

事故発生要因の検証、事故発生時の対応な

ど 

年 2 回 

虐待防止・ 

権利擁護 

介護サービス提供者としての虐待
に対する知識の取得及び権利擁護へ
の理解を深める 

虐待チェックリストの実施、事例検討、振

り返りなど 

虐待の種類や対応方法など 

年 2回 

認知症ケア 認知症ケアへの質の向上 基礎知識の習得、事例検討など 年 2回 

入浴ケア 入浴ケアへの質の向上 安全対策・実技評価の実施など 年 2回 

口腔ケア 口腔ケアへの質の向上 口腔管理、嚥下機能における知識・技術 年 2回 

生活リハ 生活リハビリへの質の向上 福祉用具評価・リハ知識・技術 年 2回 

感染症対策 
高齢者施設での感染リスクを理解
し、予防強化を図る 

感染症発生時の対応訓練や感染症の種別

ごとの予防対策など 
年 2回 

褥瘡予防 
褥瘡予防に必要な知識を深め、予
防のための支援を行う 

褥瘡発生しやすい要因、褥瘡発生時の対応

など 
年 2回 

労働改善 職員の健康増進、人材定着の向上 
ストレスチェックの実施、ストレスコント

ロール方法の獲得など 
年 1回 

スキルアップ 専門性の向上※東社協実施研修など 看取りケア研修、認知症実践者研修 適時 

人材育成 
介護資格研修の支援、資格取得支
援 

初任者研修、実務者研修、介護福祉士、介

護支援専門員など 
適時 

部署別 各事業や業務の理解促進 法人内部署間での実習 年 2回 

施設内外 専門性の向上、職員間の交流促進 
他都内施設(社会福祉法人)、高齢協主催研

修 
年 2回 

 

12. 防災・災害発生訓練等 計画  

 

13. 感染症発生訓練等 計画  

 

月 実施訓練 訓 練 内 容 

4 初期消火訓練 
火災発生時の初期消火訓練、防災案内図に基づき消火器及び非常口
の確認、避難経路の確保訓練の実施。 

6 停電発生訓練 台風時の停電発生を想定し、自家発電運用での業務継続訓練。 

10 
火災避難訓練 

(合同) 
デイサービス実施中にコンセントからの発火で延焼した場合を想定し、
避難経路の確保と利用者の安全な避難誘導を行う。 

12 夜間避難訓練 
特養ホーム入居棟より火災発生を想定し、入居者の避難誘導訓練、消防
本部への通報訓練、職員連絡共有アプリによる周知・招集訓練を行う。 

1 
停電発生訓練
(炊き出し訓練) 

停電(災害)発生を想定し、非常食の炊き出し訓練と防災備品及び非常食
料品の点検確認と補充を実施。 

3 
心肺蘇生訓練 
AED使用(合同) 

ダミー人形を使って、心肺蘇生救急法の訓練を行う。AED の正しい使用
方法を身につける。ほか、福祉車両や車いす操作などの理解を深める。 

月 実施訓練 訓 練 内 容 

5 基礎研修 基本的な感染症予防策(PPE)の基礎知識を身につける。 

７ 講義・実技研修 外部講師より、様々な感染症に関する基礎知識・実践を学ぶ。 

9 感染症発生訓練 コロナウイルス発生を想定し、施設内感染対策での業務継続訓練 

11 感染症発生訓練 ノロウイルス発生を想定し、施設内感染対策での業務継続訓練 
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～ 特別養護老人ホーム あじさいの里 事業計画 ～ 
【介護老人福祉施設・（介護予防）短期入所生活介護※併設】 

 

1－1. 基本方針（介護老人福祉施設） 

 施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭におき、入浴、排泄、

食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の支援、機能訓練、健

康管理及び療養上の支援を行うことにより、入所者がその有する能力に応じて自立した生活を営む

ことを目指します。 

 入所者の意思及び人格を尊重し、常にその方の立場に立ち施設サービスを提供するように努めま

す。 

 「安らぎ・ふれあい・楽しみ」を感じる場と地域や家庭との結びつきを重視し、三宅村及び関係

機関（福祉、医療、保健）の各担当者との連携を深め、適切なサービスが受けられるよう調整を図

ります。 

 感染予防対策の強化及び感染症発生訓練の実施、災害訓練や災害対策を図り、安心・安全な施

設運営サービスを継続します。 

1－2. 基本方針（（介護予防）短期入所生活介護） 

 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の支援を行い、利用者の心身の機能の

維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持向上とその家族の身体的及び精神的介護負担の軽

減を図ります。 

 ショート専用エリアを設置し、感染症拡大防止対策の強化に努め、安心・安全な施設運営サービ

スを継続します。 

2. 利用者 日課表 

3:00 
 
5:30 
 
 
7:00 
 
 
7:30 
 
 
8:30 
 
9:00 
 
 
9:30 
 
10:00 
 
 
 
11:00 
 
 
11:30 
 
 
12:00 
 
 
12:30 

排泄介助 
 
起床（カーテン開け・顔拭き・うがい） 
トイレ誘導、着替え、おしぼり 
 
配茶、手指消毒 
朝食準備 
 
朝食、配膳、服薬 
下膳、口腔ケア、トイレ誘導 
 
入浴準備(金のみ）、検温 
 
入浴（金のみ） 
排泄介助（臥床対応者居室誘導） 
 
レクレーション、趣味活動、談話 
 
お茶の時間、テレビ鑑賞、読書等 
 
 
 
離床、食堂へ誘導 
集団体操、口腔体操 
 
手指消毒、昼食準備、配茶 
 
昼食 
服薬、点眼 
 
 
下膳、口腔ケア、トイレ誘導 

13:00 
 
 
14:00 
 
 
15:00 
 
 
15:30 
 
16:00 
 
 
17:00 
 
17:30 
 
 
18:00 
 
18:30 
 
 
 
 
21:00 
 
00:00 
 
 

排泄介助、入浴準備 
入浴（月火木土日） 
 
 
おやつ 
お茶の時間、テレビ鑑賞、談話 
 
 
トイレ誘導 
 
 
夕食準備、離床、食堂へ誘導、点眼 
手指消毒、配茶 
 
夕食、服薬 
 
下膳 
口腔ケア、トイレ誘導、就寝介助、着替え 
 
排泄介助 
 
服薬、点眼等 
 
トイレ誘導（適宜） 
 
排泄介助（適宜）、消灯・就寝 
 
トイレ誘導(適宜) 
 
※夜勤体制（2 名配置）18:30～7:00 
仮眠時間 90 分交代制 
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3. 行事計画 
 

(1） 季節行事 

 

月 日 曜
日 

行 事 名 計 画 

4 上旬   お花見(外出) 春の訪れを寿く 

5 上旬  端午の節句・菖蒲湯 無病息災を願う 

6 未定  運動会 童心に返り気分転換を図る 

7 5 日 七夕 願い事をし、七夕を祝う 

7 下旬 日 午頭天王祭見学(外出) 御神輿見学 

8 13 木 お盆迎え火 ご先祖様を迎える 

8 16 日 お盆送り火 ご先祖様を送りだす 

9 20 日 敬老会(長寿の祝い) 長寿を皆で祝う 

11 8 日 秋まつり (地域交流)※納涼祭 開催時期見直しにより 

12 下旬  ゆず湯 冬至を感じ、入浴を楽しむ 

12 20  日 クリスマス会 行事食を楽しむ 

1 1 金 新年祝賀会 皆で新年を祝う 

1 1 金 初詣(富賀神社)（外出） 祝い御膳を食し、新年の祈願をする 

1 2 土 船祝い（外出） 島の新年行事を楽しむ 

2 7 日 節分 厄を払い健康を願う 

2   初午 厄除け、五穀豊穣を願う 

3 7 日 ひな祭り・お茶会 こどもの健やかな成長と幸せを願う 

 

(2） 誕生日外食 

毎月第三水曜日に誕生日月のご入所者に対し職員が付き添い、外出の機会の提供、外食を楽し

んでいただきます。また、外出が難しい方には施設内でお祝いをします。 

 

(3） 家族会 

年２回開催し、事業説明、居室見学、施設内での生活の様子、介護に関する個別相談会などを

通じて、ご家族との情報共有や意見交換を行います。 

 

(4） 施設内販売 

毎月第三木曜日に地域商店による出張販売を実施し、食を楽しむ意欲につなげます。 

 

(5） 買い物同行 

隔週で職員が付き添い、地域商店での買い物を楽しむことで、自立した生活への意欲を高めます。 

 

(6） 地域交流 

地域住民に「あじさいの里」に対する理解を深めていただくために、島内の各種団体との連携を

深めご入所者が地域の行事に参加できる機会を増やします。 

 

(7） 見学・実習・ボランティア受入 

施設利用希望者、その他福祉に関心のある団体や個人の見学・実習に対して、地域特性や施

設への理解を深めていただくために島内外より積極的に受け入れを行います。 
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～ 老人デイサービスセンターあじさいの里 事業計画 ～ 
 

1. 基本方針【通所介護・介護予防・日常生活支援総合事業】 

 要介護状態等となった場合に、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応

じ自立した日常生活が営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことに

より、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上を図り、利用者の生活機能の維持向上

とその家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。送迎時の事故防止・安全対策並びに感染症

対策の強化・徹底に努めます。 

 

2. 利用者 日課表  （サービス提供時間 ９時００分～１６時３０分） 
サービス提供日：月曜・水曜・木曜  ※土曜(入浴のみ) ※6月 30日まで 

 
8:00 
 
9:00～ 
 
 
 
10:00 
 
10:35 
 
 
10:45 
 
11:15 
 
11:30 
 
11:40 
 
12:00 
 

送迎出発（迎え） 
 
うがい・手洗い、配茶 
連絡帳・内服薬チェック 
バイタル測定 
 
 
 
午前の活動（入浴） 
  
トイレ誘導、排泄交換、 
タオル畳み 
 
リハビリ全体体操 
 
配茶、トイレ誘導 
 
朝礼 
 
口腔体操 
 
昼食 
配茶・配膳・下膳・服薬 

12:00 
 
 
12:15 
 
12:30 
 
13:30 
 
 
 
14:50 
 
15:00 
 
15:10 
 
15:30 
 
 
16:00～ 

昼食 
配茶・配膳・下膳・服薬 
 
口腔清拭、トイレ誘導 
 
休憩(お昼寝、TV 観賞等) 
 
午後の活動  （入浴） 
 
トイレ誘導・排泄交換 
 
全体プチ体操 
 
レク活動（カラオケ、脳トレ等） 
 
配茶、おやつ 
 
終礼 
(カバン・連絡帳渡し) 
 
送迎出発（送り） 

 
サービス提供日：月曜・水曜・木曜・土曜(入浴のみ) ※7月 1日より 

 
8:30 
 
9:30 
 
 
 
10:00 
 
 
 
11:45 
 

送迎出発（迎え） 
 
うがい・手洗い、配茶 
連絡帳・内服薬チェック 
バイタル測定 
 
（入浴） 
生活リハビリ体操・レク活動 
配茶、トイレ誘導 
 
送迎出発（送り） 
※時間は多少前後あり 

14:00 
 
14:30 
 
 
 
14:45 
 
 
 
16:45 

送迎出発（迎え） 
 
うがい・手洗い、配茶 
連絡帳・内服薬チェック 
バイタル測定 
 
（入浴） 
生活リハビリ体操・レク活動 
配茶、トイレ誘導 
 
送迎出発（送り） 
※時間は多少前後あり 

 

3. 行事計画 
 

(1) 季節行事  ※6月 30 日まで 

月 行 事 内 容 備 考 

４月 お花見ドライブ 
 

５月 鯉のぼりドライブ  

６月 雄山ドライブ 
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 (2) 定例行事 
1) 誕生会 

毎月誕生日の方をお祝いします。 
 

(3) 活動内容及び目的 
 

１) リハビリ体操（全体リハビリ体操） 
生活リハビリ体操を行うことでＡＤＬの維持向上に繋げていきます。 

 
２) 口腔体操 

口腔体操を行うことで、咀嚼や嚥下機能の維持向上に繋げていきます。 
  
３) ゲーム 

利用者のＡＤＬにあわせたゲームを行うことで、楽しみながら身体を動かす機会を提供
していきます。 

 
４) 頭脳ゲーム（頭の体操） 

まちがい探し・漢字のよみとり・計算・迷路・穴埋めパズル等、机の上で考えるゲームを
行うことで、脳の活性化を図って行きます。  

 
５) カレンダー作成（個別カレンダー） 

個別カレンダーを作成することで、自分の利用日の把握と月日・曜日の意識付けに繋げ
ていきます。 

 
６) その他 

百人一首・ぬりえ・映画鑑賞等など 
 

1. 基本方針【みやけカフェ運営事業】※受託 

 三宅島内の在宅生活高齢者等に対して、要介護状態等になることを予防又は要介護状態等（フレ

イル、セルフネグレクト、孤立など）の軽減もしくは悪化防止を図るため、高齢者等が無理なく気

軽に参加できるような「集いの場」を提供することにより、介護予防の推進に努めます。 

 

2. 開催日程  
 

(１) 開催内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 開催内容のほか、健康チェック、介護予防体操なども行います。 

  

月 開 催 内 容 開催予定日 

４月 ボーリング大会 / 鯉のぼり制作 4/7.14.21.28 

５月 おやきづくり / 大路池ドライブ 5/5.12.19.26 

６月 ジオスポット散歩 / 的あてゲーム 6/9.16.23.30 

7月 うちわ作り / うちわ体操 7/7.14.21.28 

8月 夏まつり(合同) / 海水浴場ドライブ 8/4.18.25 

9月 お月見お菓子作り / 伊豆岬散歩 9/1.8.15.29 

10月 雄山ドライブ / ミニミニ運動会 10/7.14.21.28 

11月 ボッチャ大会 / 懐メロ合唱会 11/3.10.17.24 

12月 クリスマスツリー作り / クリスマス会 12/1.8.15.22 

1月 初詣 / お茶会 1/5.12.19.26 

2月 記念撮影会 / フォトフレーム作り 2/2.9.16.23 

3月 モルック大会 / お花見(合同) 3/2.9・23 

 ※合同(全地区)  
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～ 三宅村指定居宅介護支援事業所 事業計画 ～ 

 

【Ⅰ 基本方針】 

介護保険法に基づき、利用者が要介護状態になっても、可能な限り居宅において自分らし

い日常生活を営むことができるよう支援を行います。その際、「利用者本位」「自立支援」を基

本に、公平・中立な立場に立って、介護サービスを利用することができるようケアプランの作

成を行います。 

(1) 利用者主体に基づき、自立支援の観点にたち相談援助を行います。 

(2) 利用者のニーズに対応したきめ細かな満足度の高いサービスが提供されるよう努力しま

す。 

(3) 利用者と家族の方々が安心して在宅での自立生活が継続できるよう、介護保険制度の周知

を図り、住民の生活安定と福祉の向上に努めます。 

 

【Ⅱ 事業概要】 

1. センター設置場所及び開設時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 職員体制 

 

 

 

 

 

 

【Ⅲ 事業内容】 

1. アセスメント 

介護サービスを希望する要介護者に対し、潜在するニーズを探り問題解決に向けた課題分

析を行います。 

2. 契約（内容及び手続の説明及び同意） 

介護サービスを希望する要介護者に対し、十分な説明と同意のもと契約を交わします。 

3. ケアプランの作成 

利用者の心身状況や環境を十分把握しながら、本人とその家族の意向を尊重し、必要なサ

ービスを総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して、ケアプランを作成します。 

サービス担当者会議を経て作成したケアプランを、利用者とその家族に対し説明を行い、

同意を頂きます。 

住  所・・・東京都三宅島三宅村阿古 807-1  

特別養護老人ホームあじさいの里施設内 

電  話・・・04994-5-0061 

F A X・・・04994-5-0884 

開 設 日・・・月曜日から金曜日  ※ただし、12/29～1/3は休業 

開設時間・・・午前 9時 00分から午後 5時 00分まで 

管理者（兼務）・・・・・・・・1名 

介護支援専門員 ・・・・・・・・・1名 

事務員・・・・ ・・・・・・・・・1名 
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4. モニタリング 

サービス利用状況の管理・モニタリングによりケアプランの見直し、必要に応じて変更等

行います。 

5. 関係機関との連絡調整 

ケアプランの実施に向けて、居宅サービス事業者、その他関係機関との連携を図ります。 

6. 給付管理業務 

在宅サービスの支給限度基準額と居宅サービス事業者におけるサービスの時間と単位数

と金額を管理します。 

7. 要介護認定の申請に係る援助 

利用申込者に対する要介護認定に係る申請(新規・更新)の必要な協力・援助を行います。 

8. 福祉用具の購入及び住宅改修に関する相談業務等 

1) 在宅において福祉用具を利用することによって、入浴・排泄が自立できるよう購入や

レンタルの相談業務を行います。 

2) 在宅で安心して生活できるように、必要に応じて住宅の改修が必要となった場合の相

談・助言を行います。 

9. カンファレンスの開催 

各事業所のサービスが確実に実行されているか、利用者との関係は適切であるか、問題は

ないか随時情報交換を行います。個別に関係機関を召集してケースカンファレンスを開催し、

問題解決を図りサービスの質の向上に努めます。 

10. 苦情解決 

利用者とその家族からの苦情・不満・指摘などに対し、その解決のため各事業所、三宅村、

国保連等への報告を行い、改善に努めます。 

11. 事故発生時の対応 

利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、必要な措置を講じま

す。事故の状況及び事故に際し行った処置について経過を記録します。また、賠償すべき事

故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。              

12. 秘密保持 

業務上知りえた個人情報は、絶対に秘密を保持します。また、退職後においても同様とし

ます。 

13. 介護支援専門員の質の向上（コンプライアンスの遵守） 

介護支援専門員は、多様化する介護保険制度を円滑に実施するため、研修会や学習会に積

極的に参加し、資質向上に努めます。 
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～三宅村地域包括支援センター事業計画～ 
【Ⅰ基本方針】 

「三宅村介護保険事業計画」「三宅村地域包括支援センター運営要綱」に基づき、介護・医

療・予防・住まい・生活支援サービス等が切れ目なく提供されるよう「地域包括ケアシステム」

（地域全体で支えていく仕組み）の推進を図り、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定の

ために必要な援助を行い、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援します。 

また、多様化する地域ニーズの実態把握に努め、各種保険・医療・福祉サービスが総合的・継続

的に受けられるよう三宅村等の関係行政機関やサービス実施機関等、島内外含め連携・連絡調整

等を図ります。ほか、地域で暮らす高齢者を中心に児童・障害を持った方々など全ての住民が住

み慣れた地域で安心して安全にいきいきと健康で暮らし続けられる地域共生社会づくりへの取り

組みを推進します。 

【Ⅱ事業概要】 

1. センター設置場所及び開設時間 

住所・・・東京都三宅島三宅村阿古807-1 

特別養護老人ホームあじさいの里施設内 

電話・・・04994-5-1832 

FAX・・・04994-5-0884 

開設日・・・月曜日から土曜日※ただし、日曜日、祝日又は、12/29～1/3は休業 

開設時間・・・午前8時30分から午後5時15分まで 

2. 職員体制 

社会福祉士（センター長兼務）・・・・・・・1名 

保健師又は経験のある看護師・・・・・・・・0名 

主任介護支援専門員・・・・・・・・・・・・1名 

介護支援専門員・・・・・・・・・・・・・・1名 

事務員（兼務）・・・・・・・・・・・・・・1名 

【Ⅲ各事業の実施内容】 

1. 高齢者の総合相談支援業務 

(１) 高齢者の困ったことや必要なサービスや制度の紹介を行い、高齢者の各種相談に幅広く対応

します。介護保険の申請代行等の支援・住宅改修相談・福祉用具購入相談・三宅村見守り事

業や配食サービス、通院送迎サービスの利用相談など実施 

2. 虐待防止を含む権利擁護業務 

(１)成年後見制度の活用促進 

三宅島社会福祉協議会と協力連携し、地域福祉権利擁護事業や成年後見制度の周知を行い

ます。また、必要であれば民間の事業者とも協力連携を図ります。 

(２)高齢者虐待への対応及び防止 

地域の身近な相談機関として、高齢者虐待の早期発見や防止に向けた支援を行います。ま

た、三宅村、三宅村警察署、島しょ保健所、三宅支庁、各関係事業所と連携を図ります。  

3. 地域包括ケアシステム推進（地域・関係機関とのネットワーク構築） 
（１） 地域包括ケアシステムの構築 

地域包括ケアシステムに必要な医療（医師）との連携が円滑に行えるように中央診療所

へサテライトの窓口を設置します。 

（２） 退院支援 

 島民（主に高齢者）が都内及び近県の急性期及び回復期病院より退院する場合の退院支

援を中央診療所医師と共に行います。 
（３） 医療連携地域ケア会議の開催（地域ケア会議） 

地域における包括的・継続的なケアを実施するため、介護支援専門員、主治医、地域の

関係機関、在宅介護事業者や介護施設等で「医療連携ケア会議」を年５回程度（4月、9

月、11月、1月、3月）開催して、地域における多職種相互の協働等による体制を構築する

とともに、介護支援専門員と関係機関との連携を支援します。 
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（４） 介護保険事業所連絡会の開催 

介護保険制度では、保険・医療・福祉の連携による適切なサービスの提供が求められてい

ます。島内の指定事業者や施設、関係機関等が相互に介護保険及び福祉サービスに関する

情報を共有し、介護・福祉サービスの向上を目的に「介護保険事業所連絡会」を年5回（5

月・7月・10月・1月・３月予定）開催します。 

（５） 島しょ地域、地域包括支援センタ－連絡協議会の開催 

各地域が抱える困難事例等や地域サービス課題等の相互の情報交換や指導・助言等を行う

など専門職としての問題解決能力を高める機会の場を検討します。 

4. 介護予防支援事業 

(１)介護予防活動の推進 

三宅村が実施する介護予防事業への協力や各地区老人会やサロン等の地域活動に積極的に

参画し、介護予防活動の推進を行います。三宅村が実施しているMMGとの連携、企画運営へ

携わります。 

また、日々の相談支援及び関係機関・団体等との連携により得た情報を活用し、閉じこも

り等の支援を要する人を早期に把握し、介護予防活動へつなげます。 

(２) 集いの場（みやけカフェ）の開催 

生きがい事業として老人会などに参加できない方など対象に引きこもり、フレイル、認知

症予防のために阿古・伊ケ谷地区、伊豆・神着地区、坪田地区、3地区分けをして、三宅

村、あじさいの会と協力をして運営を図ります。 

５．介護予防ケアマネジメント業務 

（１）介護予防ケアプラン及び介護予防ケアマネジメント業務 

  要支援認定者（要支援１または要支援２）へ介護予防ケアプランの作成を行います。 
  他、要支援者または、要介護認定の代行申請を行います。 

６．認知症対策の推進 

(１)認知症に対する理解の普及・啓発 

三宅村と協力をして、各地区老人会やサロンへの訪問や法人広報誌等を活用し、地域住民

の方に対して認知症の方の初期症状等や関わり方など認知症への理解を深めます。認知症

サポーター養成（オレンジリング）の推進を検討します。 

(２)認知症に関する医療と介護の連携推進 

三宅村と協力をして、認知症の疑い等ある方やその家族に対し、早期に医療や必要なサー

ビス機関につなげ、住み慣れた地域で生活し続けられるよう効果的な支援を行います。そ

のため中央診療所または、東京都健康長寿医療センター等と連携を図ります。 

(３)認知症徘徊GPS 

認知症周辺症状の徘徊対策として、シュ－ズ型GPS代行申請を行います。またGPS支給対象

者の情報を三宅村、三宅警察署と情報共有を図ります。 

７．災害時の高齢者対応 

（１）災害時三宅村と協力して支援が必要な独居高齢者を把握して、円滑に避難及び移動ができるよ

う平常時から情報を把握、整備します。 

（２）災害時にはDWATの支援が受けられるよう行政と連携を図り、平時から情報を共有して備えま

す。 

８.その他関連する会議等への協力、研修会への参加 
（１） 地域福祉、地域包括ケアシステム、専門職研修、認知症等の会議や研修会に参加します。 

（２） 三宅村地域包括支援センター運営協議会、三宅村民生児童委員協議会、三宅村見守り推進

会議、地区連絡会議等 

（３） 専門性の質を高めるため地域包括支援センター運営に係る研修会への参加 

（４） 地域共生社会の実現に向けた会議等への参加、協力 
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～ 法人資料  編 ～ 
【建物の構造・面積・工事費】 

(1) 特別養護老人ホームあじさいの里 

敷地面積  ·····················································  ９,６０６.００㎡ 

土地価格  ···············································  １２１,２０７,２００円 

規模・構造   鉄筋コンクリート平屋建  ·······················  ２,４６５.５５㎡ 

（内訳）特別養護老人ホーム  ···························  １,７３９.６０㎡ 

老人短期入所施設併設 ： 特養 50名・短期入所 5名 

個室：5室、2名室：5室、4名室：10室 計：55名、20室 

高齢者在宅サービスセンター  ······················  ９０３.９０㎡ 

第１職員宿舎 鉄筋コンクリート造３階建  ··········  ５９３.７６㎡ 

単身用：8戸、世帯用：4戸 

建設費  ··············································· １,３９３,２００,０００円 

建設着工  ·················································  平成４年１２月 ９日 

竣  工  ·················································  平成６年 ２月２５日 

設計・工事管理  ···········································  平成４年１２月 ９日 
 

(2) 第２職員宿舎 

敷地面積  ·····················································  １,８２５.００㎡ 

土地価格  ·················································  １４,４６２,４００円 

規模・構造  鉄筋コンクリート平屋建・単身用７戸（１ＬＫ）  ······  １８７.６６㎡ 

建 設 費 ··················································  ７５,１３１,０００円 
 

(3)車輌格納庫（財団法人中央競馬馬主社会福祉財団助成金事業） 

敷地面積  ·····················································  １,４６４.００㎡ 

規模・構造 鉄骨スレート葺き平屋建て  ······························  ９６.８６㎡ 

建設費  ·····················································  ９,６５０,０００円 
 

【あじさいの里災害復旧整備等】 

・ 平成１７年４月：現既存施設にて再開を理事会にて決定する。 

・ 平成１７年９月：災害査定協議開始 村、東京都 

・ 平成１８年４月：国・東京都の災害査定を受ける 

・ 平成１８年４月：特別養護老人ホームあじさいの里災害復旧施工管理業務委託契約 

1)契約締結先：株式会社 マルタ設計 

2)契約金額：１６,３８０,０００円 

・ 平成１８年８月：特別養護老人ホームあじさいの里災害復旧工事請負契約 

1) 契約締結先：立石・音丸建設共同企業体 

2) 契約金額：６５４,２４０,０００円（追加工事含む） 

3) 工期：平成１８年８月２６日～平成１９年３月２０日 

 ＜事業費の内訳：財源内訳＞ 

1) 国庫負担（補助）金  ························· ３０４,５６３,０００円 

2) 都庫負担（補助）金  ························· １５２,２８１,０００円 

3) 村庫負担（補助）金  ························· １５３,００１,０００円 

4) 独立行政法人 福祉医療機構借入金（村償還払い）   ７０,０００,０００円 

計  ············································ ６７９,８４５,０００円 
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【法人沿革】 
 
・ 平成０３年０４月 特別養護老人ホーム建設に係わる基本方針の策定 
・ 平成０４年１１月 特別養護老人ホーム・高齢者在宅サービスセンター新築工事着手 
・ 平成０５年０３月 社会福祉法人三宅島あじさいの会設立、認可 
・ 平成０６年０２月 池田素比古理事長退任・中里誠一理事長就任 
・ 平成０６年０２月 特別養護老人ホーム・高齢者在宅サービスセンター新築工事竣工 
・ 平成０６年０３月 特別養護老人ホーム・高齢者在宅サービスセンター事業認可 
・ 平成０６年０４月 特別養護老人ホーム・高齢者在宅サービスセンター運営開始 
・ 平成０７年０９月 台風１２号接近により施設設備等の被害を受ける 
・ 平成０８年０３月 施設内非常用電気設備機器整備 
・ 平成１０年０３月 特別養護老人ホームあじさいの里第２職員宿舎建設（単身用７戸） 
・ 平成１１年０４月 老人介護支援センター（在宅介護支援センター）受託運営 
・ 平成１２年０３月 特別養護老人ホーム 車輌格納庫格納庫設置 
・ 平成１２年０４月 介護保険法による「特別養護老人ホーム他」事業認可 

三宅村指定居宅介護支援事業所事業認可 設置運営開始 
・ 平成１２年０６月 気象庁による「三宅島雄山臨時火山情報・噴火の可能性を告知」 

特別養護老人ホーム入所者及び職員に避難命令発令により、三宅勤労福
祉会館に避難する。２９日避難解除、翌３０日帰園 

・ 平成１２年０８月 噴火・地震が激しく利用者の安全確保のため、島外避難を三宅村・東京
都・関係機関に要望 

・ 平成１２年０９月 特別養護老人ホーム利用者及び職員島外避難 
利用者４９名 ２２施設に避難入所 

・ 平成１２年０９月 東京都港区海岸１－４－７島嶼会館内に仮事務所を開設 
・ 平成１４年０１月 三宅村支援センターを武蔵村山アパート及び東久留米西団地内に設置開

設 
・ 平成１５年０４月 三宅村支援センターを八王子市南大沢・江戸川区小松川団地内に設置開

設 
・ 平成１６年０５月 天皇皇后両陛下・北区桐ヶ丘支援センターをご行幸啓される。 
・ 平成１６年０６月 中里誠一理事長死去により理事長退任・村上孝理事長就任 
・ 平成１７年０２月 三宅島噴火災害避難指示が解除され、島民帰島開始 
・ 平成１７年０３月 東京都港区海岸１－４－７島嶼会館内に東京仮事務所を閉鎖 
・ 平成１７年０４月 三宅村支援センター武蔵村山事業所他（５ヶ所）を閉鎖 
・ 平成１７年０４月 東京都三宅島三宅村坪田３０５３番地（旧坪田保育園）にて、「通所介護・

老人短期入所生活介護・指定居宅介護支援・在宅介護支援センター」事
業所を開設する。 

・ 平成１８年０３月 天皇皇后両陛下・ご行幸啓「高齢者在宅サービス支援センター」をご行幸
啓される。 

・ 平成１８年０３月 特別養護老人ホームあじさいの里災害復旧査定協議書を都知事に提出 
・ 平成１８年０４月 特別養護老人ホームあじさいの里災害復旧の災害査定を受ける。 
・ 平成１８年０８月 特別養護老人ホームあじさいの里災害復旧工事入札を行う。 
・ 平成１９年０３月 特別養護老人ホームあじさいの里災害復旧工事竣工 
・ 平成１９年０３月 老人居宅介護等事業（訪問介護・訪問入浴事業所）休業届を提出 
・ 平成１９年０４月 本部事務所を東京都三宅島三宅村阿古８０７番地１へ移転 
・ 平成１９年０４月 特別養護老人ホームあじさいの里再開（４／１） 

三宅村地域包括支援センター受託事業開始 
・ 平成２１年０２月 中央診療所入院患者等配食サービス及び高齢者配食サービス事業開始 
・ 平成２１年０５月 村上孝理事長退任・鈴木勇理事長就任 
・ 平成２５年０５月 鈴木勇理事長退任・有馬正美理事長就任 
・ 平成２９年０５月 有馬正美理事長退任・平松一成理事長就任 
・ 平成３０年１２月 平松一成理事長退任・津村一理事長就任 
・ 令和 元年１０月 大規模改修工事竣工 
・ 令和０２年０７月 津村一理事長退任・長谷川靖子理事長就任 
・ 令和０３年０６月 長谷川靖子理事長重任 
・ 令和０５年０６月 長谷川靖子理事長重任 
・ 令和０７年０６月 長谷川靖子理事長退任・髙松良員理事長就任 


